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－１－ 

 

表 

題 

消防長等の同意を要する住宅の取扱い 

要 

旨 

 建築基準法第 93 条第 1 項ただし書きにより、建築基準法施行令第 147 条の 3 第

1項に定める消防同意を要する住宅の取扱いを明確にする。 

 

内 

容 

 建築確認に際して消防同意を要する住宅は、一戸建ての住宅で住宅の用途以外の

用途に供する部分の申請部分の床面積の合計が延べ面積の 1/2以上であるもの又は

50㎡を超えるもの。※ 

※一戸建ての住宅の附属建築物は、敷地内において同一棟、別棟に限らないこと

とする。 
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関係条文 ・建築基準法 第 93条 

・建築基準法施行令 第 147条の 3 

・消防法 第 7条 

関  連  

 

一戸建て

の住宅

（新築） 

車庫等 

（新築） 

一戸建て

の住宅 

（既設） 

車庫等 

（増築） 

一戸建て

の住宅

（新築） 

車庫等 

（新築） 

一戸建て

の住宅 

（既設） 

車庫等 

（増築） 

①住宅と車庫等を同一棟 

として新築する場合 

③住宅と車庫等を別棟 

として同時に新築する場合 

②既存住宅に車庫等を 

同一棟として増築する場合 

④既存住宅の敷地に車庫等 

を別棟として増築する場合 

①～④の建て方によらず、規模要件により該当するか否かを判断する。 
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－２－ 

 

表 

題 

小規模な倉庫の取扱いについて 

要 

旨 

 技術的助言の趣旨を踏まえ、小規模な倉庫（物置等を含む。）のうち、「外部から

荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないもの」として取

扱うものを示す。 

内 

容 

小規模な倉庫は、外部から荷物の出し入れを行うことができ、次のいずれかに該

当するものとする。 

（１）次の各号全てに該当するもの。 

ア：奥行きが 1ｍ以下であること。 

イ：高さが 2.3ｍ以下であること。 

ウ：床面積 2㎡以下であること。 

エ：内部に人が立ち入らないこと。 

（２）市が管理する公園内に設ける防災備蓄倉庫で、次の各号すべてに該当するも

の。 

  ア：流山市自主防災組織防災資機材整備等事業補助金交付要綱で定める自主防

災組織が設置する防災資機材を収納するための倉庫で、都市公園占用許可

を受けたものであること。 

  イ：既製品の鋼製倉庫であること。 

  ウ：高さが 2.3ｍ以下であること。 

  エ：床面積が 5㎡以下であること。 

  オ：収納品の出し入れ時以外は内部に人が立ち入らないこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 

考 

（２）の防災倉庫を設置する場合は、別途、流山市市民生活部防災危機管理課と

協議が必要となる。 

 

関係条文 ・建築基準法第 2条 

 

 

関  連 ・平成 27年 2月 27日 国住指第 4544号 

・流山市自主防災組織防災資機材整備等事業補助金交付要綱 
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表 

題 

第一種低層住居専用地域における附属倉庫の取扱いについて 

要 

旨 

 第一種低層住居専用地域における附属関係にある倉庫に対する建築の可否につ

いては、下記の内容のとおり判断するものとする。 

内 

容 

○附属する倉庫として建築できるもの 

a：母屋に附属するもの 

 母屋の床面積を超えない床面積の倉庫とする。 

b-1：兼用住宅の住宅部分に附属するもの 

 住宅部分の床面積を超えない床面積の倉庫とする。 

b-2：兼用住宅の住宅部分以外の部分に附属するもの 

 延べ面積の 1/2以上が居住の用に供するもので、住宅部分以外の部分と附属倉庫

の床面積の合計が 50㎡以下であるものとする。 
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考 

 

 

 

 

関係条文 ・建築基準法 第 48条 

・建築基準法 別表第 2 

・建築基準法施行令 第 130条の 3、同第 130条の 5 

関  連 ・昭和 28年 12月 21日 住発 1204号 

 

 

① 住 宅 部

分 

④住宅用の 

自動車車庫 
②住宅部分以外の部分 

③住宅部分以外の部分

に附属する倉庫 

図：b-2の場合のイメージ 

②＋③ ≦ 50㎡ 

④は、②、③に関わらず建築

基準法施行令第 130条の 5に

規定される附属建築物を除

き建築可能 

（④の面積は①＋②＋③の

合計以下、かつ 600㎡以下） 
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表 

題 

防火構造の屋内側の被覆について 

 

要 

旨 

木造建築物等における延焼のおそれのある部分の外壁について、防火構造の屋内

側被覆の範囲は、軒裏（防火構造である場合に限る）より下の屋内に面する部分と

する。 

内 

容 

建築基準法第 23 条に規定される木造建築物等における外壁で延焼のおそれのあ

る部分の構造について、防火構造の屋内側被覆の範囲は、軒裏（防火構造である場

合に限る）より下の屋内に面する部分までとする。ただし、国土交通大臣の認定を

受けたもので、屋内側被覆の範囲が明確に図示されているものを除く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備 

考 

建築確認申請への対応 

・令第 10条第 3号特例に該当する建築物については、申請書 4面 12欄に明示する

こと。 

・令第 10 条第 4 号特例に該当する建築物については、申請書への明示に加え図面

に明示すること。 

関係条文 ・建築基準法第 23条 

・平成 12年建設省告示第 1359号 

関  連 ・住宅部材の防耐火性能に関するＱ＆Ａ（2012年 4月 日本建築学会） 

・神奈川県「防火構造の屋内側の仕上げの範囲に関する神奈川県内の取扱い

について 

・防火材料等の認定や運用にかかる質問・回答集（防火材料等関係団体協議

会 平成２４年４月１８日） 
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表 

題 

折り上げ天井の場合の排煙上有効な範囲 

要 

旨 

 折り上げ天井を設けて、天井の高さを一部分だけ変更した場合の排煙口の有効範

囲について、どのように取り扱うかを示す。 

 

内 

容 

図１に示すような折り上げ天井を設けて、天井の高さを一部分だけ変更した場合

の排煙口の有効範囲については、下記の通り取り扱うものとする。 

・Ｌ≧80ｃｍならば、Ｈを有効範囲とする。 

・Ｌ＜80ｃｍならば、ｈを有効範囲とする。 

なお、Ｈ及びｈは 80ｃｍ以内とする。 
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関係条文 ・建築基準法施行令 第 126条の 3 

関  連 ・新・排煙設備技術指針 1987年版 p.148 

 

 

Ｈ 
ｈ 

Ｌ 

80cm

以内 

▼折り上げ天井 

▼天井 

図１ 
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表 

題 

小屋裏物置等の取扱いについて 

要 

旨 

 小屋裏や床下等の空間を利用して設ける物置等（以下、「小屋裏物置等」という。）

のうち、「階としてみなさないもの」として取り扱うものを示す。 

 

内 

容 

次のすべてに該当する小屋裏物置等については、階とみなさないこととし、当該

部分は床面積に算入しない。 

（１）小屋裏物置等の用途は、収納に限定されていること。 

（２）小屋裏物置等は余剰空間を利用したものであること。（小屋裏物置等を設け

るために束立てする等の意図的に設けられた空間でないこと。） 

（３）１の階に存する小屋裏物置等の部分の水平投影面積の合計（共同住宅等は住

戸単位で算定。）が、当該小屋裏物置等が存する階の床面積の 1／2未満である

こと。なお、小屋裏物置等を階の中間に設ける場合には、小屋裏物置等の部分

の水平投影面積の合計が、その接する上下それぞれの階の床面積の 1／2 未満

であること。 

（４）小屋裏物置等の最高の内法高さが 1.4ｍ以下であること。 

なお、上下階にそれぞれ小屋裏物置等が存在し、上下に連続する小屋裏物置

等にあっては、内法高さの合計が 1.4ｍ以下であること。 

（５）階の中間に設ける小屋裏物置等は、当該部分の直下の天井高さが 2.1ｍ以上

であること。 

（６）階段等から利用する小屋裏物置等についても、上記（１）～（５）全てに該

当する場合は、階とみなさないこととし、当該部分は床面積に算入しない。 

 

 

  小屋裏物置等を利用する階段等について 

・小屋裏物置等へ通じる階段が固定階段である場合は、建築基準法施行令第 2章

第 3節の規定に適合すること。 

 

 

 

 

 

備 

考 

 

 

 

 

関係条文 ・建築基準法 第 92条 

・建築基準法施行令 第 2条第 1項第 8号 

関  連 ・建築確認のための基準総則集団規定の適用事例（編集：日本建築行政会議） 

 


